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１．はじめに
　ドイツは特許権侵害訴訟が効率よく進められるこ
とで知られており、欧州で侵害訴訟を提起する場合
には裁判管轄地として好まれる。これには制度的な
要因と実体法的な要因があろう。まず、ドイツの訴
訟費用が他国と比べて高くないことに加え、特許の
有効性と損害額が本案訴訟で本質的な争点とならな
いため１、審理を迅速に進めることができる２。ま

た、侵害行為が一つ認定された場合、侵害行為の差
止が制限なく命じられ、一審の認容判決後に担保を
提供した場合にはその仮執行も可能となる。このよ
うな制限のない差止（いわゆるオートマチック・イ
ンジャンクション）は特許権等の排他的権利の核た
る部分とされ、実体法上の理解から当然のものとし
て重宝されてきた。
　一方、この自動的差止請求権は他方の被告側にお
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